
 

 

 

新型コロナウイルスの流行に伴い、全都道府県に対し、緊急事態宣言が発令されてい

ましたが、５月２５日（月）に緊急事態宣言の解除が発表されました。発表後も完全に

終息したわけではなく、第２波が懸念される状態が続いています。 

両崖福祉会では、利用者様、ご家族様のご協力もあり、未だに感染者０の状態を維持

することが出来ています。今後も利用者様の安全を第一に考え、今後の対応に繋げてい

きたいと考えております。つきましては、下記の通り、段階的に面会制限の解除を行

っていきたいと思いますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 
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令和２年５月 28日 

社会福祉法人 両崖福祉会 

理事長 細貝 文子 


